
令和８年度選挙啓発標語作品募集要項 

 

１ 趣旨 

私たちの生活をより良くするためには、私たち一人ひとりが政治や選挙に関心を持ち、

選挙の際に投票に参加しなければなりません。このことから、選挙管理委員会では、１８

歳の誕生日を迎え新たに有権者となる高校生を始めとした若い方たちが投票に行きたく

なる啓発標語（キャッチコピー）を募集します。 

 

２ 主催 

  亀山市選挙管理委員会 

  亀山市明るい選挙推進協議会 

 

３ 作品内容 

（１）投票に行きたくなる啓発標語を作成してください。 

（２）２０字以内とします。記号は１字とします。 

※絵文字や特殊な記号は、使用できません。これらの文字や記号が使用されていた場

合、省略して取り扱います。 

（３）自作で未発表の作品に限ります。 

（４）応募作品は、１人につき３作品までとします。 

 

４ 応募資格 

市内在住で高校（高等学校）に通う生徒または高専（高等専門学校）に通う学生 

市外在住で市内の高校（高等学校）に通う生徒 

 

５ 作品選定 

亀山市選挙管理委員会において、応募いただいた中から市が選挙啓発において使用する

選挙啓発標語を１点選定します。 

  なお、選定された作品の作者には、記念品を贈呈します。 

 

６ 応募方法 

次のいずれかの方法により作品を応募してください。 

（１）応募フォーム 

   次の応募フォームにアクセスし、必要事項を入力して送信してください。 

 ＜応募フォーム＞ 

 https://logoform.jp/f/IXfma  

  

 

https://logoform.jp/f/IXfma


（２）郵送又は持参 

   「応募用紙」に必要事項を記入して、亀山市選挙管理委員会（本庁舎１階／〒519-

0195 亀山市本丸町 577 番地）まで郵送または直接持参してください。 

 

７ 応募締切 

  令和８年９月１１日（金）まで 

  ※郵送する場合は、令和８年９月１１日必着 

  ※持参する場合は、令和 8 年９月１１日の午後５時まで 

 

８ 発表 

選定結果は、令和８年１０月上旬ごろに発表する予定です。 

  選定された作品のみインターネット等で発表し、作者の方には直接連絡します。 

  ※選定されなかった方にその旨を連絡することはありません。 

 

９ 留意事項 

（１）他者の著作物（インターネット等にあるキャッチコピー等）を模倣した作品は、応

募できません。オリジナル作品に限ります。 

（２）応募作品は、原則として返却しません。 

（３）選ばれた作品は、令和８年度二十歳の集いにおける選挙啓発物品等に使用させてい

ただきます。 

（４）報道機関等に作者の氏名を提供する場合があります。希望しない方は申し出てくだ

さい。 

（５）選ばれた作品の著作権は、主催者に帰属するものとします。 

（６）要項に記載されていない事項については、主催者が決定・実施します。 


